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平成２６年度 日の里七丁目定期総会議事録 

 

開催日時：平成 27 年 4 月 5 日（日）10 時～11 時 13 分 

開催場所：七丁目公民館 

出席者 72 名 委任状 202 名合計 274 名 

 

1. 開会のことば  【山口】 10:00～10:02 

(1) 総会資料差し替えの確認。 

17/18・18/18頁および資料 1/2・2/2の訂正版 2枚を本日差し替え配布した。 

（差し替え版は本議事録に添付しています） 

(2) 総会成立の報告： 

出席者７２名、委任状２０２名 合計２７４名であり、総数３９５に対して定足

数に達し総会は成立したことを報告します。 

 

2. 会長挨拶   【相馬】  10:02～10:05 

(1) 運動公園の日の里開発の碑に三十数年間に日の里開発の経緯が書かれており、

昭和 41 年 7 月から昭和 46 年 3 月に開発された。当時私は大学生であったが、

開発されて 30～40 年経ってこのような立場で話すような時間の経過が経った。

この一年間皆様の協力を得て、つつがなく終えることが出来たことを感謝申し

上げる。それとともに、次の日の里七丁目の次の世代の子ども達のために何が

出来るかを我々住民は考えながら思い出を作ってやれるような環境を作ってや

らなければならないことを感じた。今からも七丁目のことを考えながら、住民

一人一人が考え住民参加の風土を作っていきたいと考えている。 

ありがとうございました。 

 

3. 議長選任   【山口】 10:05～10:06 

司会一任で中村和善氏を選任。 

 

4. 議長挨拶   【中村】  10:06～10:07 

日の里は高齢化率が高く、七丁目は現時点で 65 才以上が 35％を超え七丁目の構成

も変わった。それに対して、七丁目に若い方が転入されて小学生も日の里の町内で

は一番多くなっている。若と老が一体となって次の世代を築いていけばよいと思い

ます。 

 

5. 議事 

(1) 活動報告および決算・予算   

① 平成 26年度町内会活動報告 【相馬】10:07～10:10 

 資料 1/18頁「平成 26年度町内会活動報告」の説明があった。 

回覧 
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② 各部会活動報告    10:10～10:14 

 教育文化部   【毛利】 

資料 2/18頁「各部会活動報告」教育文化部欄の報告があった。 

日の里まつり、どんど焼きでは準備段階から町内の多くの皆さんにご協

力いただきありがとうございました。 

 

 生活環境部   【橋川】 

資料 2/18頁「各部会活動報告」生活環境部欄の報告があった。 

 

 健康福祉部   【村上】 

資料 2/18頁「各部会活動報告」健康福祉部欄の報告があった。 

 

 ほたるを守る会活動報告 【中村】 

資料 13/18頁「ほたるを守る会活動報告」の報告があった。 

ほたるは一昨年より減った。原因は県の河川改修事業が行われ、川ニナ

が減少したことと思われる。河川はきれいになったが、環境が変わって

いる。ホタルは環境の指標であるから今後もホタルの増殖に向けて活動

していきたい。 

 

③ 公民館活動経過報告  【山口副会長】10:14～10:16 

資料 7/18頁「平成 26年度公民館 活動経過報告」の報告があった。 

前年度より利用回数が増えている。 

今後とも活用していただくようお願いします。 

 

④ 福祉会活動報告   【松本・角】 10:16～10:19 

資料 8/18頁「平成 26年度日の里七丁目 福祉会活動経過報告」の実施事項

について松本氏より、会計報告について角氏より報告があった。 

福祉会は、現在 12名で活動している。 

高齢独居者の誕生日訪問を行い、見守りを行っている。また、独居者 42 名

へ 4月と 12月に餅つきを行い福祉員が手分けして餅を配っている。 

バスハイクのバス台数は、前年度 2台必要であったので、補助金を出しても

らったが、今年度は 1台で済んだので、繰り越しが多くなった。 

また、公民館の流し台が更新されてきれいにしていただいたので、ガスコン

ロを備品として購入した。 

 

⑤ 子ども会活動報告   【吉武】 10:19～10:20 

資料 9/18頁「平成 26年度 子ども会行事活動報告」の報告があった。 

 



 3 / 5 

⑥ ゆーほークラブ活動報告  【矢野】 10:20～10:26 

資料 11/18頁「平成 26年度 ゆーほークラブ平成 26年度事業実績書」の報

告があった。 

毎月、運動公園公園下の清掃を行い 2万円 

のびっこ幼稚園へ遊技などに 3名で参加している。 

 

 

⑦ 平成 26年度決算報告および監査報告 

 決算報告    

＊一般会計   【古賀】 10:26～10:30 

資料 3/18頁「平成 26年度 決算書」一般会計」の報告があった。 

団地再生・まちづくりアンケート回収委託料：11月に実施したアンケー

トの回収手数料（80 円/件）で、七丁目のアンケート回収率は 56%であ

った。 

雑収入は、全て日の里祭りのお賽銭のみであり、寄付はない。 

防犯灯修理費が増えている。これは、昨年 7月から不良防犯灯は LED防

犯灯（2万円/基）に交換しているためである。昨年 7月から 2月で 9基

（1基は新設）LEDに交換している。 

自主防災事業活動費はハンドマイク、防犯ブザーを購入している。 

＊特別会計（公民館・つどいの家）【山口】 10:30～10:32 

資料 4/18 頁「平成 26 年度 決算書」特別会計（公民館・つどいの家）

の報告があった。 

台所の流し台を更新し、換気扇を 24時間対応型に更新した。 

 各部の会計報告    【中村】 10:32～10:33  

各部の会計報告は 5/18 および 6/18 頁に載っているので確認願いたい。 

 会計監査報告   【上野】 10:33～10:34 

4頁の通り 3月 20日に監査を行い、領収証および関係書類を監査した結

果、問題なかったことを報告する。 

 

⑧ 質疑応答および意見  【中村】 10:34～10：36 

これまで、報告された活動報告および決算報告に対して質問および意見はな

いか。 

 質問および意見はなく、全て承認された。 

 

(2) 町内会規約改訂について  【伊藤】 10:34～10:37 

七丁目町内会規約について、ホームページ担当者および青少年育成会会員は総

会で一般者から選出するとなっている（第 5条）。また、育成会会員の任期は 2

年となっている（第 7条）。 

しかし最近の実態は、ホームページ担当者は書記が兼務し、青少年育成会会員
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は副会長が兼務している。副会長の任期は原則 1 年のため、兼務することで任

期 2年には無理がある。 

よって、第 5条および第 7条を提案の通り改訂したい。 

質問、意見なく承認された。 

 

(3) 26年度の活動について  【中村】 10:37～10:38 

これで、26年度の役員の任務は終了する。 

26年度は、防災事業や緊急避難者対策など非常に多くの作業を行い、例年にな

い活動を行った。 

(4) 会長挨拶   【相馬会長】 10:38～10:40 

運動公園が荒れていて市に手入れしてもらった。公民館裏の竹やぶも市に刈り

取ってもらった。 

今年一年皆さんのご協力を得てつつがなく終えることができ、感謝します。新

年度はフレッシュな会長が選出されたので皆様方のお力で支えてください。今

の子ども達が思い出を残せる町内会でありたいと思っている。 

 

(5) 役員報酬について  【中村】 10:40～10:58 

① 新役員から言いにくいだろうから、僭越だが私から提案する。 

七丁目の町内会役員の報酬は他の町内に比べて少ない。町内会長は他の町内

の平均は 10 万円以上で、七丁目は 5 万円である。書記も非常に低い。役員

報酬の見直しを平成 27 年度役員で検討していただきたいがよろしいですか。 

拍手 承認 

② 平成 27 年度はこの報酬改定は適用されないので、規約第 9 条を適用して費

用弁償を出して行きたいが承認いただけるか。具体的な額は規則を定める。 

 意見 

 そのようなことはせず、先①項の平成 27年度に検討し見直した報酬

結果の適用を平成 27年 4月からとすればどうか 

 報酬見直しの根拠が曖昧だから皆さんは何となく分からない感じで

いる。動議内容は文書で配布した方が良い。 

 規則第 8 条 3 項の 2 の「その他重要事項」に関わる事項として本総

会で決議してはどうか。 

 規約改訂は、報酬見直し以外にも防災委員などの改訂があり、次期

役員に検討していただく。 

 （中間集約）役員の報酬見直しを責任以て行ってもらう。見直した結果

は平成 27年度役員会で決定承認し、平成 27年度総会で報告することで

進めたいがよいか。 

 自らが該当する報酬見直しを自らの役員会で承認するのはおかしく

ないか。 

 報酬見直しは、我田引水になるので、役員会だけでなく、検討委員
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会を作り第三者が入って行う予定である。 

 平成 27 年度役員で検討していただき役員会で承認し、平成 27 年度

総会で承認したものを平成 27年 4月 5日から運用することとしては

どうか。 

③ 結論 

 ①②項併せて、平成 27 年度役員で役員報酬見直しを検討し、役員会で

承認したものを平成 27 年度定期総会の議事とする。そこで、承認され

たものを平成 27年 4月 5日から運用することで承認された。 

 

(6) 平成２７年度役員について   【中村】10:58～11:00 

平成 27年度役員は、17/18頁に載っている。 

町内会長予定者の勝木さんより挨拶および役員紹介を行っていただく。 

(7) 平成２７年度新役員紹介並びに新町内会長挨拶 【勝木】11:00～11:03 

２７年度役員について、17/18頁、18/18頁の通り承認された。 

 

(8) 平成 27年度活動計画案  【勝木】 11:03～11:04 

資料 14/18頁「平成 27年度町内会活動計画（案）」」の提案があり承認された。 

 

(9) 平成 27年度予算案   【井戸・小川】11:04～11:09  

資料 15/18頁「平成 27年度予算案」の提案があり、意見・要望はなく承認され

た。 

自主防災活動費 60万円について：自主防災会の備品の保管場所・備品の費用と

して使用する。（勝木） 

 

6. 議長挨拶      【中村】11:09～11:10 

以上を以て全ての議案は全て終了した。 

不手際のあった点は、申し訳ありませんでした。 

 

7. その他 

日の里 7号公園駐車場門の管理について  【勝木】11:10～11:11 

日の里 7 号公園駐車場門の管理を希望する方を募集します。希望する方はおられま

せんか。 

希望者なく、従来通り上野さんに依頼することとする。 

 

8. 閉会のことば（平成 27年度 上野副会長）  【上野】11:11～11:12 

副会長の上野です。 

組長一同で若い会長をもり立てながら七丁目の発展に尽くしていきたいのでよろし

くお願いします。 

以上 


